
4 青森県農業農村整備の展開方向青森県農業農村整備の展開方向
（１）趣　　　旨
　農業農村整備は、農地、農業用用排水路などの農業生産基盤や農村生活環境基盤を整
備し、適切に維持管理することにより、安定的な食料の生産・供給のみならず、自然環
境や県土の保全、美しい農村景観の形成などに貢献してきました。
　しかし、本県の農林水産業は、人口減少の進行に伴う労働力不足や地域コミュニティ
の衰退など様々な課題に直面しています。
　こうした情勢の変化に的確に対応し、本県の農業・農村の持続的な発展に向けた農業
農村整備の展開方向を明らかにするため、「あおもり水土里づくり推進プラン（期間：
2019 年度～2023 年度）」を策定しました。本プランでは、「攻めの農林水産業」の強力
かつ着実な推進に資するため、「豊かで力強い農業により攻める」、「農業・農村の安全・
安心を守る」、「魅力的で活力ある農村をつくる」を柱に施策を展開し、「豊かで持続可
能な農業・農村の実現」を目指します。

「豊かで力強い農業により攻める」
　担い手が活躍する強い農業基盤づくりとして、農作業の省力化と生産コストの低減を図る農地の大区画化
や稲作農業から野菜などの高収益作物への転換を可能とする水田の汎用化・畑地化などの基盤整備により担
い手の所得向上を図るとともに、農地中間管理機構とも連携した担い手への農地の集積・集約化を推進します。

「農業・農村の安全・安心を守る」
　農村地域の安全・安心を守るため、老朽化した農業水利施設の長寿命化対策や、ため池などの耐震化や集
中豪雨等による農村地域の洪水被害を防止する取組により、農村地域の防災・減災対策を推進します。

「魅力的で活力ある農村をつくる」
　農業・農村の多面的機能の発揮に向けて、農村の地域資源の適切な保全管理を推進します。また、農村生
活環境の更新整備などの取組により、暮らしやすい活力ある農村づくりを推進します。
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（３）具体的な方向性

基盤整備後のイメージ基盤整備前のイメージ

　担い手の経営（所有・貸借・作業
受託）する農地が分散しており、非
効率的な営農を強いられています。

　基盤整備を契機として、担い手の
経営する農地が集積・集約化され、
効率的な営農が実現されます。

●経営体育成基盤整備事業　　●農地中間管理機構関連農地整備事業
●農地耕作条件改善事業　　　●農業水利施設保全合理化事業　など

経営体育成基盤整備事業　赤
あか

川
がわ

地区（東北町）

（１）「豊かで力強い農業により攻める」

ア　担い手への農地の集積・集約化の推進
ア 取組内容
　県内農業の競争力強化を図るためには、担い手の経営規模を更に拡大し、効率的
な営農を実現していくことが必要です。
　このため、ほ場整備などの基盤整備を実施し、これを契機とした農地中間管理事業との
連携等により担い手に対し面的なまとまりのある農地の利用集積を促進します。

イ 主な事業や取組

整備前 整備後
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イ　力強い農業を支える生産基盤整備の推進

　農作業の省力化と生産コストの低減を図る農地の大区画化や、高収益作物を中心
とした営農体系への転換を促進する水田の汎用化・畑地化を推進します。
　また、畑地や樹園地において、高品質な野菜・果樹の拡大を促進するため、畑地
かんがい施設の導入や排水改良等を推進します。
　農産物輸送の効率化を実現するほか、災害時の避難路や輸送路としての役割を担
う基幹的な農道について、長寿命化や耐震化対策などの整備を推進します。

　●経営体育成基盤整備事業　　●畑地帯総合整備事業
　●農地耕作条件改善事業　　　●通作条件整備事業　など

経営体育成基盤整備事業
三
さんせい

省地区 （弘前市）
経営体育成基盤整備事業
磯
いそまつ

松地区 （五所川原市）

整備前 整備後

ア 取組内容

イ 主な事業や取組

通作条件整備事業　五
ご

所
しょ

川
が わ ら

原第
だい

２地区 （中泊町）
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ウ　担い手の所得向上を図る作物導入の促進

　水田の畑地化や畑作物に軸足を置いた汎用化のため、排水改良等の基盤整備を推
進し、高収益作物の導入を促進します。
　ほ場整備の計画段階から指導機関を含む事業推進協議会を地区毎に設置し、基盤
整備と営農の両面において、地域の合意形成を図りながら、事業を推進していきます。
　栽培意欲のある生産者と指導機関が一体となって、先進地の成功事例を取り込む
とともに、実需者と連携しながら、高収益作物を中心とした攻める農業を推進します。

　●経営体育成基盤整備事業　　●農地中間管理機構関連農地整備事業
　●農地耕作条件改善事業　　　●中山間地域ふるさと活性化事業　　など

●高収益作物の栽培振興への取組
　大間町の新釜地区では、中山間地域総合整備事業で区画整理されたほ場におい
て、馬鈴薯の伝統品種「オコッペいもっこ」やにんにく、トマトの作付けを開始
しており、現在は面積が小さいものの、順次栽培面積を広げていく予定としてい
ます。
　また、つがる市の西津軽繁田地区では、農地耕作条件改善事業を活用して、水
田の区画拡大や暗渠排水などの基盤整備を行うとともに、苗の購入や農業機械の
リースに対する支援により、たまねぎやブロッコリー、にんにくなどを導入して
おり、今後も高収益作物の栽培に取り組むこととしています。

ア 取組内容

イ 主な事業や取組

新
しんかま

釜地区（種芋の植付作業） 新
しんかま

釜地区（オコッペいもっこ収穫）

西
にし

津
つ

軽
がる

繁
しげ

田
た

地区（にんにく栽培） 西
にし

津
つ

軽
がる

繁
しげ

田
た

地区（たまねぎ収穫）
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（２）「農業・農村の安全・安心を守る」

ア　農業水利施設の長寿化対策の推進

　県内には、県営事業で造成した受益面積 100ha 以上の基幹的農業水利施設が 383
施設あります。内訳は、水路が 299 路線、ダム・頭首工・揚水機場等が 84 箇所となっ
ています。
　しかし、これらの施設は昭和 30 ～ 40 年代の築造が多く、耐用年数の経過や老朽
化の進行により、安定的な農業用水の確保に支障を来しています。
　このため、既存ストックの有効活用の観点から、適切な機能診断と予防保全対策
により農業水利施設の長寿命化を図り、これらのライフサイクルコスト（建設・維
持管理等にかかるすべてのコスト）の低減を通じて、時代の要請に対応する効率的
な更新整備や保全管理を推進します。

　●基幹水利施設ストックマネジメント事業　●農業水利施設保全合理化事業
　●農業水路等長寿命化・防災減災事業　など

ア 取組内容

イ 主な事業や取組

整備前 整備後
基幹水利施設ストックマネジメント事業　引

ひき

座
ざ

川
かわ

地区（平川市ほか）

整備前 整備後
農業水路等長寿命化・防災減災事業　田

た っ ぴ

光用
ようすい

水路
ろ

地区（つがる市）
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イ 農村地域の防災・減災対策の推進

　自然災害から農地及び農村地域の住民の生命・財産を守るとともに県土を保全し、安全・
安心な農村づくりのため、農業水利施設の耐震化や洪水被害防止対策など農村の防災・減
災対策を推進します。
　特に、農業用ため池については、本県におけるため池の安全・安心力を高める実行計画
として平成30年３月に策定（令和２年９月改訂）した「青森県ため池の安全・安心力アップ
中期プラン」に基づき、優先度の高いため池から計画的にソフトとハードを組み合わせた
対策を講じています。
　また、下流に被害を与えるおそれがある防災重点農業用ため池の決壊に伴う災害から国
民の生命や財産を保護するため、防災工事等を集中的かつ計画的に推進することを目的と
した「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」が令和２年
10月に施行されたところです。
　最近は、全国各地で甚大な大雨災害が頻発していることを踏まえ、農村地域の水田がも
つ雨水貯留機能を活かし、令和３年度以降に着手するほ場整備事業において田んぼダムに
原則取り組むことし、農地下流側の湛水被害リスクを軽減することとしています。
　今後は、徹底した管理や点検、ハザードマップの地域住民への周知、防災関係機関との
連携などのソフト対策をため池の防災・減災対策の中心としつつ、同法の期限である令和
12年度までに、必要なため池のハード対策を計画的に進めていくこととしています。

　●ため池等整備事業　　●農業用河川工作物応急対策事業
　●防災ダム事業　　　　●農業水路等長寿命化・防災減災事業　など

ア 取組内容

イ 主な事業や取組

整備前 整備後
ため池等整備事業（用排水施設整備）　同

どうしん

心町
ちょう

地区（三戸町）

整備前 整備後
ため池等整備事業（ため池整備）　太

た

郎
ろう

須
す

田
だ

地区（横浜町）
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（３）「魅力的で活力ある農村をつくる」

ア　農村の地域資源の適切な保全管理の推進

　農業者や地域住民等の多様な主体で構成された活動組織による、農地法面の草
刈りや農業用用排水路の泥上げ、りんご樹園地周辺の農道の除排雪などの地域資
源の基礎的保全活動を支援します。
　農業者や地域住民等で構成された活動組織による農村環境保全活動（資源向上
支払）への支援や、農地周りの農業用用排水路などの補修・更新等を計画的に行
う施設の長寿命化のための活動（資源向上支払）を支援します。
　また、構成員の高齢化等に伴い、活動の継続が危惧されていることから、次代
を担う人財の育成を行うとともに、組織の合併や広域化を促進します。

●農村協働力を活かした農村の地域資源の保全管理の推進

　中山間地域等では、高齢化が進む中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条件
が不利なことから、担い手の減少や耕作放棄の増加などにより、農業・農村が有
する多面的機能（水源かん養や洪水防止、安らぎの場の提供など）の低下が心配
されています。
　中山間地域等直接支払制度は、中山間地域等で農地を耕作している農業者等に
交付金を直接支払い、農業生産の維持を通じて多面的機能を確保する取組であり、
集落協定や個別協定に基づいて行われる農業生産活動や多面的機能の維持につな
がる活動などを支援します。

●中山間地域等の条件不利地域（傾斜地等）と平地とのコスト差（生産費）を支援

　●多面的機能支払交付金　　●中山間地域等直接支払交付金 など

〈県内の取組状況〉

管　内
多目的機能支払交付金 中山間地域等直接支払農地維持支払 資源向上支払

交付対象面積（ha） 交付対象面積（ha） 交付対象面積（ha）
東　青 4,413 4,002 497
中　南 7,880 7,858 3,070
三　八 1,767 1,213 2,740
西　北 21,416 18,906 1,677
上　北 8,528 7,184 818
下　北 162 0 5
合…　計 44,167 39,164 8,807

※令和５年度計画
※ 数値は四捨五入しており、地域値の計が合計値と一致しないことがある。

ア 取組内容

イ 主な事業や取組
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農地法面の草刈り
白
しらさわ

沢保全会（西目屋村）
農道の砂利敷き

水
みず

ケ
が

沢
さわ

農地保全の会（平内町）

農村環境保全活動
【多面的機能支払交付金（資源向上支払）】

農村地域資源の長寿命化
【多面的機能支払交付金（資源向上支払）】

景観形成活動
五
ご

林
りん

平
たい

保全会（板柳町）
水路の更新

苗
なん

生
ばい

松
まつ

みどり会（平川市）

農村地域資源の維持・保全活動【多面的機能支払交付金（農地維持支払）】

農業用ドローンによる薬剤散布
来
らいまん

満集落協定（田子町）
用水路の清掃

蛇
へび

浦
うら

集落協定（風間浦村）

農業生産活動【中山間地域等直接支払交付金】
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景観形成活動
荷
に

軽
がる

井
い

集落協定（五戸町）
コミュニティサロンの開設

古
こ が け

懸集落協定（平川市）

イ　暮らしやすい活力ある農村づくりの推進

　生活基盤の機能も併せ持つ農道等の機能維持や、農業集落排水施設の点検診断等
を適切に行い、老朽化対策等を効率的に推進します。

　●集落基盤整備事業　　●中山間地域総合整備事業
　●農業集落排水事業　　●農業水利施設魚道整備促進事業　など

排水路の整備前 排水路の整備後

上澄水排水装置の更新 電動弁箱の更新

ア 取組内容

イ 主な事業や取組

中山間地域総合整備事業　五
ごのへひがし

戸東地区（五戸町）

農業集落排水事業　おいらせ町北
ほく

部
ぶ

地区（おいらせ町）

多面的機能を増進する活動
【中山間地域等直接支払交付金】

集落機能強化加算
【中山間地域等直接支払交付金】
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